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平成１８年６月１日 

 

住宅耐震精密診断・改修工事費に対する補助金 

【対  象】昭和５６年５月３１日以前に建築された木造の専用住宅や併用 

住宅で３階以下（改修工事の補助については、建築士が行った 

耐震診断の結果で構造耐力が１．０以下）のもの 

【内  容】精密診断：（（財）日本建築防災協会が定める精密診断）に対す 

る補助金 

      改修工事：改修工事のうち、壁の補強、床の補強及び柱・筋か 

いと土台との補強金物の取替及び新設に要した費用 

に対する補助金 

【補助額】精密診断：実費（千円／㎡を限度）に３分の２を乗じた額（千円 

未満切り捨て）、限度額７６、０００円 

改修工事：改修工事のうち、壁の補強、床の補強及び柱・筋かい 

と土台との補強金物の取替及び新設に要した費用に 

３分の１を乗じた額（千円未満切り捨て）、限度額 

３００、０００円 

【募集件数】精密診断・改修工事ともに １０件 

【申し込み】建築指導課、出張所、行政センターに備え付けの用紙（奈良市ホ 

ームページをご利用の方については、「お知らせ」から）に必要 

事項を書いて、６月５日～２３日（土、日、祝祭日を除く）必 

着で建築指導課へ。 

      ※応募件数が多い場合は公開抽選。 

問い合わせ先：奈良市役所建築指導課  

℡：０７４２－３４－１１１１（内線 ３４１８） 

 

 

※ 平成１８年度税制改正において、固定資産税の減額措置の創設に伴い、既存

住宅（昭和５７年１月１日以前）の耐震改修工事が完了した日から３ヶ月以

内に、市に対して固定資産税減額証明書を添付して申告を行うことができま

す。 

 

詳細については、資産税課に問い合わせて下さい。 

問い合わせ先：奈良市役所資産税課  

℡：０７４２－３４－１１１１（内線 ４７２６） 


